
戦争に関する資料館運営協議会非常勤職員（学芸員）の募集について 

募集区分 任意団体である「戦争に関する資料館運営協議会」の非常勤職員（学芸員） 

募集人数 １名 

業務内容 

１ 戦争に関する資料（日清・日露戦争から太平洋戦争終結までの時期及び戦後の間もな

い時期のもの）の収集、整理及び分類並びに展示の企画、資料選定及び準備に係る業務 

２ 戦争に関する資料館運営協議会の事務（受付・案内看視業務、広報業務 等） 

応募資格 
１ 博物館法による学芸員資格を有する者（近現代の歴史、あるいは民俗） 

２ パソコンが扱えること（ワード、エクセル等） 

勤務場所 
愛知・名古屋 戦争に関する資料館 

（名古屋市中区丸の内三丁目４番１３号 愛知県庁大津橋分室１階） 

雇用期間 
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（勤務実績が良好な場合は、最長２回まで更新することがあります。） 

勤務条件 

１ 勤務形態 

  水曜日から日曜日までの週５日勤務 

２ 勤務時間 

  週２９時間  水曜日：９時４５分～１６時４５分 

         木曜日～日曜日：９時４５分～１６時３０分 

  【休憩時間】１１時～１４時の間で１時間（シフト制） 

３ 週休日、休日及び休暇 

  【週休日】 月曜日・火曜日（ただし祝日は資料館の開館日に当たるため、水曜日～

金曜日に振替となります。） 

  【休 日】 祝日（ただし祝日は資料館の開館日に当たるため、水曜日～金曜日に振

替となります。）、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

  【休 暇】 年次有給休暇、夏期休暇、忌引き休暇等（愛知県一般職非常勤職員の例

によります。） 

４ 報酬等 

  月額１５２，５００円から２０７，５００円の範囲内で、学歴・職歴の期間等に応じ

て決定（愛知県一般職非常勤職員の例によります。給料は改定する可能性があります。） 

また、期末手当、勤勉手当及び通勤費相当額が所定の基準に従い支給されます。 

５ 社会保険 

  原則として、雇用保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の被保険者となります。 

応募方法 

・戦争に関する資料館運営協議会事務局（愛知県県民文化局県民生活部県民総務課内）宛

に、下記提出書類を提出してください。 

【提出書類】履歴書（写真貼付）、ハローワーク紹介状、学芸員資格を証明する書類及び

小論文（800 字程度（様式任意）、テーマ「戦争に関する資料の常設展示を実

施するに当たり、公的団体が心掛けるべきことは何か」） 

【締切日】令和８年１月９日（金）必着 

【留意事項】 

・応募にはハローワークの紹介状が必要です。 

・申込は、ハローワークを通じて必ず電話連絡してください。（電話連絡のない場合は

受付しません） 

・申込者が３名に達した段階で募集を締め切ります。 

選考方法 

書類選考の後、面接試験を行います。 

【試験日】令和８年２月４日（水）午前 

【試験場所】愛知県庁大津橋分室（詳細は、書類選考の結果とともに御連絡します。） 

応募先・ 

問合せ先 

愛知県県民文化局県民生活部県民総務課総務・企画・広報グループ 

【住所】〒４６０－８５０１ 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

【電話】０５２－９５４－６１６０  


